
                                              

 

  令和５年度   高速鉄道事業会計  第 02 款 01 項 10 目 63 節 63 細節 30 付記 

                                      第 02 款 01 項 20 目 63 節 63 細節 30 付記 

受付 

番号 

種 目 番 号 

301 連絡先 

委託担当 

  交通局川和保守管理所 管理係    
ふ り が な

担当者名 高野
た か の

 和音
か ず ね

 

                                 電 話     045-936-0920 
 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名          交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託 

 

２ 履 行 場 所          横浜市都筑区川和町379番地 交通局川和車両基地   

 

３ 履行期間             ■期間    令和５年４月１日 から 令和６年３月31日 まで 

    又は期限       □期限  令和  年  月  日 まで            

 

 

４ 契約区分        ■ 確定契約             □ 概算契約        

５ そ の 他 特 約 事 項                                   

                                           

                                                                                   

６ 現 場 説 明            ■ 不要  

 □ 要  （  月  日  時  分  場所              ） 

７ 委 託 概 要         

            本業務委託は、川和車両基地内の保守区棟（施設区・電気区）建物 

           の清掃を行う業務です。                       

            本業務委託により、建物の各部屋、廊下等の日常清掃、定期清掃を 

           行います。                            

                                             

                                             

                                             

                                             

 

                                           

 



  

 

 ８ 部 分 払         

 

       ■ す る （ 12 回以内） 

 

       □ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         
履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

建物清掃（４月） ４ １ 式  108,103 

建物清掃（５月） ５ １ 式  170,592 

建物清掃（６月） ６ １ 式  118,206 

建物清掃（７月） ７ １ 式  109,923 

建物清掃（８月） ８ １ 式  178,915 

建物清掃（９月） ９ １ 式  109,778 

建物清掃（10月） 10 １ 式  114,117 

建物清掃（11月） 11 １ 式  170,447 

建物清掃（12月） 12 １ 式  108,103 

建物清掃（１月） １ １ 式  104,014 

建物清掃（２月） ２ １ 式  183,732 

建物清掃（３月） ３ １ 式  106,470 

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥１，７４０，６４０．-               

 

  内  訳      業 務 価 格        

￥１，５８２，４００.-                

 

               消費税及び地方消費税相当額 

￥１５８，２４０.-                

 



名　　　　称 形状寸法等 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘　要

１　日常清掃

　ホール・玄関・玄関ポーチ 42.56㎡ 52 回 401 20,852

　浴室 19.75㎡ 243 回 637 154,791

　便所・洗面所 30.14㎡ 243 回 1,094 265,842

　脱衣室 12.25㎡ 243 回 396 96,228

　事務室・仮眠室 278.43㎡ 122 回 1,233 150,426

　洗濯室・女子更衣室・休憩室・ロッカー室 68.85㎡ 52 回 255 13,260

　廊下・リネンスペース 33.27㎡ 52 回 175 9,100

　湯沸室 28.10㎡ 243 回 996 242,028

　階段 44.36㎡ 52 回 507 26,364

　喫煙スペース 2.00㎡ 243 回 28 6,804

　　　計 985,695

２　定期清掃

　Ａ清掃 19.03㎡ 4 回 1,242 4,968

　Ｂ清掃 23.53㎡ 4 回 1,536 6,144

　Ｃ清掃 61.36㎡ 4 回 3,202 12,808

　Ｇ清掃 22.28㎡ 4 回 2,622 10,488

　Ｈ清掃 7.86㎡ 4 回 925 3,700

　Ｉ清掃 28.10㎡ 4 回 3,178 12,712

　Ｅ清掃 311.70㎡ 4 回 29,207 116,828

　Ｋ清掃 22.26㎡ 4 回 3,391 13,564

　Ｍ清掃 73.60㎡ 1 回 14,300 14,300

　　　計 195,512

　直接人件費計 1 式 1,181,207

(１)直接物品費 1 式 47,248

(２)業務管理費 1 式 159,699

(３)一般管理費等　 1 式 194,246

　業務価格 1,582,400

　消費税及び地方消費税相当額 1 式 158,240

　委託代金額 1,740,640

内　訳　書



交通局川和車両基地清掃業務委託共通仕様書 

横浜市交通局技術管理部・川和保守管理所 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は交通局川和保守管理所発注の建物清掃業務委託に適用する。  

 

２ 適用規定 

本業務委託には交通局契約規程及び委託契約約款を適用する。 

 

３ 設計図書の優先順位 

設計図書に差異がある場合の優先順位は次のとおりとする。 

(1) 質問回答書 

(2) 内訳書 

(3) 特記仕様書 

(4) 本共通仕様書 

 

４ 法令遵守 

この業務委託を施行する際は、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。 

 

５ 使用資材等 

清掃業務に必要な資材、機材等はすべて受託者の負担とし、品質良好、清潔かつ最適で、清掃場

所に応じたものを使用すること。なお、資材・機材等を委託者施設内に保管する場合は、委託者の

許可を得ること。 

 

６ 貸与・支給品 

本業務で必要な電気、水道は委託者施設に設置してある範囲内で支給するものとする。 

  また、衛生消耗品（トイレットペーパー、水石鹸等）は、委託者支給とする。 

 

７ 整理整頓 

本業務委託を行う際にあたっては、必要機材等の整理整頓に努め、業務を行うこと。また、業務

中に発生したゴミ等は指定された場所に搬出すること。 

なお、業務完了に際しては、作業場の片付け及び清掃を行うこと。 

 

８ 現場責任者 

受託者は、契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約の履行に関して従事者を指揮監督し、

業務を遂行しなければならない。また、現場責任者は委託者と綿密に打ち合わせ等を行い、支障な

く業務を行うこと。 

 

９ 安全確認 

車両基地は地下鉄車両の入出区や転線、作業車両の出入りや高圧線等危険区域があるので、受託

者は業務場所範囲外には立ち入らず、常に安全を確認し、十分注意して業務を行うこと。なお、本

業務中に受託者の責において被った損害等について、委託者は一切の責任を負わないものとする。 

 

 

 



10 建物等の損害 

本業務に際して受託者の責めに帰すべき事由により、委託者施設等に損害を与えた場合は速やか

に無償で修理、交換等弁償しなければならない。 

 

11 名札等の着用 

本業務中、受託者は作業者に対し他業者と区別できる制服、保安帽または腕章もしくは名札を必

ず全員に着用させること。 

 

12 守秘義務 

受託者は業務中に知り得た秘密を漏らしてはならない。履行期間終了後も同様とする。 

 

13 疑義及び軽微な変更 

本業務委託を行う際に疑義及び軽微な変更が生じた場合は、委託者と受託者が十分協議の上受託

者の責任で処理することとする。 

 

14 提出書類 

受託者は以下の書類を提出すること。 

(1) 委託代金内訳書        （内訳書を添付）                   

(2) 日常清掃計画表        （契約後５日(土日祝日を除く)以内）………… 別紙１ 

(3) 定期清掃実施予定表      （契約後５日(土日祝日を除く)以内）………… 別紙２ 

(4) 契約履行着手届出書      （契約後５日(土日祝日を除く)以内） 

(5) 現場責任者選定通知書     （経歴書、社員証等付）（契約後５日(土日祝日を除く)以内） 

(6) 作業従事者名簿（変更が発生した都度、再提出）（履行着手前までに提出） 

(7) 清掃資材・機材等保管届    （履行着手前までに提出）……………………… 別紙３ 

(8) 業務履行済部分検査申請書   （部分検査時に） 

(9)  日常清掃実施表（各建物ごと） （業務完了後、速やかに提出）………………… 別紙４ 

(10) 日常清掃業務完了確認書    （業務完了後、速やかに提出）………………… 別紙５ 

(11) 定期清掃業務確認及び報告書  （業務完了後、速やかに提出）………………… 別紙６ 

(12) 業務完了通知書        （業務完了後直ちに） 

(13) 部分払請求書         （内訳書を添付） 

(14) 完了払請求書         （内訳書を添付） 

(15) その他委託者が指示する書類 

(16) その他 

ア 前記(1)から(14)のうち、「別紙」にて様式を定めている提出書類については、委託者と十分

協議し、委託者が了解した場合は様式の変更を認める。 

イ 提出内容に変更が発生した場合、再提出が必要なものは委託者の指示に従い、その都度再提

出すること。 

ウ 提出部数は委託者の指示による。 

 

15 検査 

本仕様書、その他設計図書に基づき、（部分）完了検査を行い、仕様書等の全てを満たした場合に

検査合格とする。 

 

 

 



16 支払い 

検査合格後支払いを行う。 

支払い回数は特記による。 

 

17 不審物等を発見したときの対応について 

受託者が、交通局施設内で作業を行うにあたり、不審物・不審者等を発見したときは、手を触れ

るなどせず、速やかに交通局職員へ連絡し、その指示に従うこと。 

 

18 その他注意事項 

(1) 業務の実施に当たっては、常に火災、盗難等事故が発生しないように行うこと。 

(2) 業務を終了したときは、委託者（区長等）に報告し確認を受けること。 

(3) 業務の実施に当たって、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入

法）及び「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」の対象となるものは、基準に適合した

ものとする。 

(4) 環境保全の取り組み 

受託者は、本業務を行う際は横浜市役所環境行動宣言を熟知し、委託者に協力をするとと

もに、環境保全の取り組みを積極的に行うこと。 
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（別紙３）

令和　　年　　月　　日　

　横浜市交通局

受託者

印

件 名 交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託

　上記委託業務の履行に際し、次のとおり清掃資材等を保管したいので届出します。

建物名称 備　考

川和車両基地

保守区棟

　上記保管を認めます。

令和　　年　　月　　日

横浜市交通局　職・氏　名 印

数　量

清　掃　資　材・機　材　等　保　管　届

保　管　場　所 保　　　管　　　品　　　名
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別紙５

受託者

印

　上記のとおり完了したことを認めます。

令和　　年　　月　　日

横浜市交通局 職・氏　名 印

交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託

日常清掃業務完了確認書

令和　　年　　月実施分

日
清　掃
担当者

交通局
備　　　　　　考 日

清　掃
担当者

交通局
備　　　　　　考

確 認 確 認

16

３ 18

４ 19

２ 17

１

５ 20

６ 21

７ 22

８ 23

９ 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

31



別紙６

受託者

印

　上記のとおり完了したことを認めます。

令和　　年　　月　　日 横浜市交通局 職・氏　名 印

定期清掃業務確認及び報告書
交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託

令和　　年　　月実施分

種　　　　　　　類 実　施　日 備　　　　　　　考

Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｇ､Ｈ､Ｉ､Ｋ清掃

交通局確認

Ｍ清掃部分

交通局確認

Ｅ清掃部分

交通局確認



１　適用範囲

本仕様書は、交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託に適用する。

２　履行場所

横浜市都筑区川和町３７９番地　川和車両基地内

川和保守管理所保守区棟（川和施設区・川和電気区）

３　履行期間

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

４　清掃の種別、業務内容及び方法等

　(1)　日常清掃

　　ア　業務内容

　　　　別表１のとおり

　　イ　業務時間

　　　　原則として８時30分から17時15分までの間に作業を完了すること。

　　　　なお、詳細の時間については委託者と協議の上決定する。

　　ウ　業務日

　　　　土曜、日曜、祝日及び休庁日を除く毎日（243日）

　　　　なお、２日に１回の清掃は122回、１週間に１回の清掃は52回とする。

　　エ　清掃面積・回数

　　　　別表２のとおり

　(2)　定期清掃

　　ア　清掃方法

　　　　別表３のとおり

　　イ　種別、回数

　　　　別表４のとおり

　　ウ　清掃面積

　　　　別表５、６及び別表８のとおり

　　エ　業務日

　　　　別表７のとおり（但し、詳細の日程は委託者と十分調整し、決定すること。）

　　　　原則的に当該月の第３土曜日とする。

　　オ　業務時間

　　　　原則として８時30分から17時15分までの間に作業を完了すること。ただし、左記時間帯から

　　　12時00分から13時00分までの間は除くものとする。

５　支払い

支払いは12回以内とし、検査合格後行う。

交通局川和車両基地保守区棟（施設区・電気区）建物清掃業務委託特記仕様書

横浜市交通局技術管理部・川和保守管理所



別表１－１　

　日常清掃業務内容

　　 対　　　　　　　　　象  作業項目 　　　　　作　　　　業　　　　内　　　　容

玄関ホール 床 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

部分水拭き 　汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。

フロアマット 除塵 　真空掃除機で吸塵する。

扉ガラス 部分拭き

什器備品 除塵 　タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

ごみ箱 ごみ収集 　ごみを収集し、容器の汚れた部分は、タオルで水拭き

及び乾拭きをする。

金属部分 除塵 　タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

事務室・休憩室 床（弾性床） 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

・洗濯室 　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

部分水拭き 　汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。

廊下 床 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

部分水拭き 　汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡

　汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする｡

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡



別表１－２　

　日常清掃業務内容

　　 対　　　　　　　　　象  作業項目 　　　　　作　　　　業　　　　内　　　　容

便所、洗面所 床 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

全面水拭き 　床全面をモップで水拭きをする。

ごみ箱 ごみ収集 　ごみを収集し、容器の汚れた部分は、タオルで水拭き

及び乾拭きをする。

扉及び便所面台の 部分拭き 　汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

へだて

洗面台及び水栓 拭き 　スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで

水拭き及び乾拭きをする。

鏡 拭き 　適正洗剤を用いて乾拭きする。

衛生陶器 洗浄 　適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。

衛生消耗品 補充 　トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。

汚物容器 汚物収集 　内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル

で水拭き及び乾拭きをする。

浴室・脱衣室 床 洗浄 　適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、

＊　午前中内に （硬質床／浴室） 水拭きする。

　業務を終わら 床 除塵 　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在

　せること。 （弾性床・木製床 ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。

　 ／脱衣室） 拭き 　適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び

水拭きする。

壁（浴室） 拭き 　スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く｡

ごみ箱 ごみ収集 　ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで

水拭き及び乾拭きをする。

扉 部分拭き 　汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。

洗面台 拭き 　スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

鏡 拭き 　適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。

椅子・洗面器 拭き 　スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、

整理する。

水栓・シャワー金 拭き 　スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。

具等

排水口 ごみ収集 　ごみを収集し、目皿を水で洗う。

足拭きマット 乾燥 　足拭きマットを乾燥させる。

脱衣箱 拭き 　タオルで拭き、整理する。

消耗品 補充 　指定された消耗品（石鹸、タオル、ペーパー類）を補

充する。

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡



別表１－３　

　日常清掃業務内容

　　 対　　　　　　　　　象  作業項目 　　　　　作　　　　業　　　　内　　　　容

給湯室（湯沸室）床 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

全面水拭き 　床全面をモップで水拭きをする。

流し台 洗浄 　中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タ

オルで拭く。

厨芥容器 厨芥収集 次の作業を行う。

・厨芥を収集する。

・容器を適正洗剤で洗浄する。

階段 床 除塵 １　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自

２　真空掃除機を併用する除塵

　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は

　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出

　する。

部分水拭き 　汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。

手摺り 拭き 　タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

窓台 除塵 　タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

拭き 　タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

喫煙スペース 灰皿 吸殻収集 　吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。

玄関周り 除塵 　自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出す

る。

水拭き 　汚れの強い床面をモップで水拭きする。

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡

　在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する｡



別表２
日常清掃個別面積 　単位　㎡

階数
保守区棟 １Ｆ 玄関ホール 弾性床

玄関・玄関ポーチ 硬質床
浴室 硬質床
男子便所 硬質床
脱衣室 弾性床
洗濯室 弾性床
女子便所 弾性床
女子更衣室 弾性床
喫煙スペース

２Ｆ 休憩室 弾性床
事務室 繊維床
仮眠室 繊維床
廊下・リネンスペース 繊維床
洗面所 弾性床
湯沸室 弾性床
ロッカー室 弾性床
男子便所 弾性床
Ａ階段 弾性床
Ｂ階段 硬質床

計

作 業 場 所 場　　　　　所 面　積 頻　度 備　　　　　考

7.86 毎日
12.25 毎日
9.14 １回/週

23.53 １回/週
19.03 １回/週
19.75 毎日

19.74 １回/週
216.09 １回／２日
62.34 １回／２日

2.46 毎日
9.46 １回/週
2.00 毎日

30.51 １回/週
14.47 毎日
22.26 １回/週

33.27 １回/週
5.35 毎日
28.10 毎日

559.71

22.10 １回/週



別表３－１　

定期清掃方法

共通清掃 弾性床表面洗浄 １　椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれの

　あるコンセント等は、適正な養生を行う。

２　床面の除塵を行う。

 (1)　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで

　　掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。

 (2)　真空掃除機を併用する除塵

　　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうき

　　で掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。

３　床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布す

　る。

４　洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗

　浄する。

５　吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

６　２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥

　十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする

７　樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、

　十分に乾燥する。

８　樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として１回（格子塗り）とする。

９　移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

分類 　Ｂ清掃－ 玄関ホール

　Ｃ清掃－ 脱衣室・更衣室・ロッカー室・洗濯室

　Ｇ清掃－ 便所・洗面所

　Ｉ清掃－ 湯沸室

　Ｋ清掃－ 階段

硬質床表面洗浄 １　椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれの

　あるコンセント等は、適正な養生を行う。

２　床面の除塵を行う。

 (1)　自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵

　　　隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで

　　掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。

 (2)　真空掃除機を併用する除塵

　　　隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうき

　　で掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。

３　床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布す

　る。

４　洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗

　浄する。

５　吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。

６　２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥

　十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする

作　　　業　　　項　　　目 作　　　　　業　　　　　内　　　　　容



別表３－２　

定期清掃方法

共通清掃 硬質床表面洗浄 ７　樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、

　十分に乾燥する。

８　樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として１回（格子塗り）とする。

９　移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

分類 　Ａ清掃－ 玄関・玄関ポーチ

　Ｈ清掃－ 男子便所

共通清掃以外の Ｅ清掃 　床面を真空掃除機等で丁寧に除塵した後、綿パットをカーペット洗剤

清掃 繊維床洗浄 につけ込み、よく絞った後床磨き機に装着し、丁寧に汚れを除去する

こと。

Ｍ清掃 １　ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し汚れを除去して、ガ

窓ガラス洗浄 　ラススクイージーで汚水を切ること。

２　ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。

３　ガラス周りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝や

　サッシ全体の清拭は含まない。

４　業務に際しては、静かに行い、足元に十分注意すること。

５　ガラス洗浄は、両面とも洗浄すること。なお、洗浄用水の取扱い

　については、室内及び通行人等に飛散しないように十分注意するこ

　と。

作　　　業　　　項　　　目 作　　　　　業　　　　　内　　　　　容



　定期清掃種別及び回数 別表４

Ａ Ｂ Ｃ Ｇ Ｈ Ｉ Ｅ Ｋ Ｍ
清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃

回 回 回 回 回 回 回 回 回

4   4   4   4   4   4   4   4   1   

　定期清掃面積 別表５

Ａ Ｂ Ｃ Ｇ Ｈ Ｉ Ｅ Ｋ Ｍ
清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃 清掃

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

19.03 23.53 61.36 22.28 7.86 28.10 311.70 22.26 73.60

　清掃区分別面積一覧 別表６

階数 面積 (㎡)
Ａ 清掃 硬質床 １Ｆ 玄関・玄関ポーチ

計
Ｂ 清掃 弾性床 １Ｆ 玄関ホール

計
Ｃ 清掃 弾性床 １Ｆ 脱衣室

女子更衣室
洗濯室

２Ｆ ロッカー室
計

Ｇ 清掃 弾性床 １Ｆ 女子便所
２Ｆ 洗面所

男子便所
計

Ｈ 清掃 硬質床 １Ｆ 男子便所
計

Ｉ 清掃 弾性床 ２Ｆ 湯沸室
計

Ｅ 清掃 繊維床 ２Ｆ 事務室
仮眠室
仮眠室廊下・リネンスペース

計
Ｋ 清掃 弾性床 Ａ階段

計
Ｍ 清掃 窓ガラス洗浄 別表８のとおり

計

定期清掃の実施月一覧 別表７

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

1 1 1 1

1 1 1 1

1

区　分

川和保守区棟

（施設区・電気区）

19.03
19.03

摘　　　要

23.53
23.53
12.25
9.46

区　分

川和保守区棟
（施設区・電気区）

区　分 材質等 場　　　所

22.28
7.86
7.86
28.10
28.10
216.09

9.14

2.46
61.36

5.35

30.51

14.47

73.60

　　　　　　　　　　　　月
区　　　　　分

Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｇ､Ｈ､Ｉ､Ｋ清掃

Ｅ清掃

Ｍ清掃

62.34
33.27
311.70
22.26
22.26
73.60



別表８

１Ｆ

計

２Ｆ

計

１ 建物内部のガラス戸は除外する。

２ ＳＤ－１の４．０００ｍの内訳（１．１＋１．８＋１．１）

３ ＳＤ－１の２．６８５ｍの内訳（２．２＋０．４８５）

19 44.80

清 掃 総 面 積 32 73.60

条件　：  

川和保守区棟（川和施設区・川和電気区）窓清掃面積

　ＡＷ－７ 1.600 0.435 0.696 1 0.70

　ＡＷ－６Ｂ 1.000 1.035 1.035 6 6.21

　ＡＷ－６Ｃ 1.000 1.035 1.035 1 1.04

　ＡＷ－４Ｃ 1.600 1.035 1.656 3 4.97

　ＡＷ－５Ｃ 1.250 1.035 1.294 1 1.29

　ＡＷ－２Ｂ 1.400 1.035 1.449 1 1.45

　ＡＷ－４Ｂ 1.600 1.035 1.656 2 3.31

　ＡＷ－２Ａ 1.400 1.635 2.289 1 2.29

Ｗ（ｍ） Ｈ（ｍ） ｓ（㎡） 箇所数 Ｓ（㎡）

13 28.80

Ｗ（ｍ） Ｈ（ｍ） ｓ（㎡） 箇所数 Ｓ（㎡）

　ＡＷ－１ 4.800 1.635 7.848 3 23.54

　ＡＷ－１１ 3.740 0.435 1.627 2 3.25

　ＳＤ－１ 4.000 2.685 10.740 1 10.74

　ＡＷ－９ 0.600 0.435 0.261 1 0.26

　ＡＷ－１０ 4.205 0.435 1.829 2 3.66

　ＡＷ－６Ａ 1.600 1.035 1.656 2 3.31

　ＡＷ－８ 0.600 1.035 0.621 1 0.62

　ＡＷ－５Ａ 1.600 1.035 1.656 1 1.66

　ＡＷ－５Ｂ 1.250 1.035 1.294 1 1.29

　ＡＷ－３ 3.200 0.435 1.392 1 1.39

　ＡＷ－４Ａ 1.600 1.635 2.616 1 2.62







 

 

 

個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 
受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 
 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 
 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 
また、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）の提出先は、

横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 
☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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